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原⼦⼒事業者防災業務計画の修正について



1原⼦⼒事業者防災業務計画修正の概要
原⼦⼒災害対策特別措置法第7 条（原⼦⼒事業者防災業務計画）に基づき、「島根原⼦⼒発電所

原⼦⼒事業者防災業務計画」の修正要否を検討した結果、以下のとおり修正を実施します。

１．主な修正内容（表1参照）
（１）オンサイト医療の反映に伴う修正
（２）ガスタービン発電機の設置完了に伴う修正
（３）通報様式への地震gal数およびトリップ設定値の追加
（４）記載の適正化

２．今後のスケジュール（予定）
 2023年8月30日 ︓自治体への修正内容の事前説明【済】
 2023年9月14日 ︓規制庁への修正内容の事前説明
 2023年10月上旬 ︓修正協議の申入れ
 2023年12月上旬 ︓原⼦⼒規制委員会への修正届出

３．新規制基準適合性審査に係る反映時期について
新規制基準適合性審査に係る反映事項については、次回修正として、保安規定の変更認可後、燃料

装荷までの時期に修正を⾏う。
【防災業務計画修正箇所】
・原⼦⼒防災組織に関すること（別図1）
・緊急時対策所に関すること（別図9、別表10）
・原⼦⼒関連資機材に関すること（別図11、別表7）
・安全機器等に関すること（別表1、別表3）



2原⼦⼒事業者防災業務計画修正項目

№ 項目 概要 修正箇所

1 オンサイト医療の反映
に伴う修正

• オンサイト医療に係る事業者及び原⼦⼒安全研究協会で管
理している資機材、原⼦⼒安全研究協会の業務範囲の記
載を追加する。

本文
別表

（追加）

2 ガスタービン発電機の
設置完了に伴う修正

• ガスタービン発電機が使用可能となったことから、構内電源受
電用の資機材の⾒直しを⾏う。

別表7
別図11

3 通報様式の修正 • 警戒事態該当事象発⽣連絡の様式等に地震加速度および
トリップ設定値を追記する。

別紙8-1
別紙8-2
別紙9-1
別紙10-1

4 記載の適正化

① 原⼦⼒防災関連資機材の配置場所⾒直しに伴い修正を
⾏う。 別図11

② 読み替え内容（ERSS伝送開始に伴う修正）の反映を⾏
う。 別表13

③ 貸与資機材について、資機材の配備完了に伴い記載の適
正化を⾏う。 別表18

④ 通報様式への「建設中」の記載の追加
別紙7

別紙8-1
別紙9-1

⑤ 報道機関への発表に係る記載の修正 本文

表1 原⼦⼒事業者防災業務計画 主な修正内容



3１．オンサイト医療の反映に伴う修正

 オンサイト医療に関して、防災業務計画に資機材等を含めて記載を充実することとしており、今回、事業者
および原⼦⼒安全研究協会で管理している資機材、ならびに原⼦⼒安全研究協会の業務範囲について、
防災業務計画の別表に以下の通り追記する。

【防災業務計画修正箇所】
・別表8︓医療関係資機材（新規）
・別表12︓原⼦⼒安全研究協会（新規）
※別表の新規追加に伴い既存の別表の番号も修正になる。



4２．ガスタービン発電機の設置完了に伴う修正
 2023年4月にガスタービン発電機の関連⼯事（電路変更等）が完了し、構内電源受電用の資機材とし

て使用可能となったことから、代替交流電源設備であるガスタービン発電機（6000kVA）を記載する。
これに伴い、新規制基準に基づく代替交流電源設備および自主対策設備に位置付けていないガスタービン
発電機⾞（4000kVA）および可搬式発電機（100kVA）は、防災業務計画の別表から削除する。

４．①の修正箇所
⼯事の進捗に伴い、原⼦⼒関連資機材の配置場所の⾒直しを
⾏ったため、反映する。

【防災業務計画修正箇所】
・別表７︓原⼦⼒防災関連資機材
・別図11︓重⼤事故等に対処するための資機材配置



5３．通報様式の修正（1/2）

 他電⼒において、地震発⽣に伴う通報連絡の際に、地震加速度の情報が不⾜していた事例があったことか
ら、水平展開として、通報連絡の様式に地震加速度およびトリップ設定値を追加する。

①－１地震加速度の追加
（修正する様式）

別紙8-1︓警戒事態該当事象発⽣連絡
別紙9-1︓特定事象発⽣連絡（原⼦炉施設）

（追加する内容）
「その他の警戒事態該当事象（特定事象）の把握に参考となる情報」の欄に以下の記載を追加する。

①－２地震加速度の追加
（修正する様式）

別紙8-2︓警戒事態該当事象発⽣後の経過連絡
別紙10-1︓応急措置の概要（原⼦炉施設）

（追加する内容）
「発⽣事象と対応の概要」の欄に注釈として以下の記載を追加する。

【防災業務計画修正箇所】



6３．通報様式の修正（2/2）

 他電⼒において、地震発⽣に伴う通報連絡の際に、地震加速度の情報が不⾜していた事例があったことか
ら、水平展開として、通報連絡の様式に地震加速度およびトリップ設定値を追加する。

②２号機の原⼦炉自動停止に係る設定値（トリップ設定値）の追加
（修正する様式）

別紙8-1︓警戒事態該当事象発⽣連絡
別紙8-2︓警戒事態該当事象発⽣後の経過連絡
別紙9-1︓特定事象発⽣連絡（原⼦炉施設）
別紙10-1︓応急措置の概要（原⼦炉施設）

（修正する内容）
備考欄に２号機の原⼦炉自動停止となる保安規定設定値を以下の通り記載する。

【防災業務計画修正箇所】



7４．記載の適正化（1/4）

① 原⼦⼒防災関連資機材の配置場所⾒直しに伴う修正 ⇒ ２．参照

② 読み替え内容（ERSS伝送開始に伴う修正）の反映
【防災業務計画修正箇所】

令和5年8月末の伝送開始に伴い、
伝送開始予定の記載を削除

別表13︓SPDS伝送データ項目
（修正する内容）

SPDS伝送項目の追加⼯事が完了し、令和5年8月末から伝送を開始したことから、注釈を削除する。
（なお、本修正は別途読替にて修正を⾏っており、今回は読替内容の反映となる）



8４．記載の適正化（2/4）

③ 貸与資機材の配備完了に伴う修正
【防災業務計画修正箇所】

配備完了に伴い記載を削除

別表18︓他の原⼦⼒事業所で発⽣した原⼦⼒災害への原⼦⼒防災要員等の派遣、原⼦⼒防災
資機材の貸与

（修正する内容）
備考欄に「ホールボディカウンタは、配備完了次第適用する。」と記載していたが、配備が完了したことから、

当該記載を削除する。



9４．記載の適正化（3/4）
④ 通報様式への島根3号機の状態「建設中」の追加

【防災業務計画修正箇所】
別紙8-1︓警戒事態該当事象発⽣連絡
別紙9-1︓特定事象発⽣通報（原⼦炉施設）
（修正する内容）

通報連絡様式の「検出された放射線量の状況、検出された放射性物質の状況、主な施設・設備の状
態等」の欄の原⼦炉の運転状態「発⽣前」に島根原⼦⼒発電所３号機の状態である「建設中」を追記
する。



10４．記載の適正化（4/4）
⑤ 報道機関への発表に係る記載の修正

【防災業務計画修正箇所】
本文 第３章 緊急事態応急対策等の実施

第１節 通報又は連絡
１．通報又は連絡の実施
（１）通報又は連絡の実施

（修正する内容）
原災法第１０条第１項等の基準に基づく通報を⾏った際の、報道機関への発表について、現状の運

用に合わせて記載の⾒直しを⾏う。

（前略）
原⼦⼒防災管理者は、原災法第１０条第１項等の基準に基づく通報を⾏った際は内閣総理⼤⾂、

原⼦⼒規制委員会、島根県知事、松江市⻑及び⿃取県知事と連絡を取りつつ島根県と合同で報道
機関へ発表する。

下線部分を削除


